
補
助
金
交
付
の
条
件

補
助
対
象
者

○
市
内
に
在
住
で
、
持
ち
家
住
宅
の
リ
フ
ォ
ー
ム
な

○
ど
工
事
を
行
う
人

○
市
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
人

○
施
工
業
者
、
申
請
者
が
と
も
に
暴
力
団
員
な
ど
で

○
な
い
人

補
助
対
象
住
宅

○
市
内
所
有
で
、
建
築
後
10
年
以
上
経
過
し
て
い
て

○
自
ら
居
住
し
て
い
る
住
宅

※
マ
ン
シ
ョ
ン
な
ど
の
集
合
住
宅
は
個
人
専
有
部

分
、
店
舗
な
ど
と
の
併
用
住
宅
は
個
人
住
宅
部
分

補
助
の
対
象
と
な
る
工
事

○
市
内
の
建
築
業
者
が
、
補
助
対
象
工
事
の
施
工
業

○
者
で
あ
る
こ
と

○
補
助
対
象
工
事
に
要
す
る
費
用
（
消
費
税
及
び
地

○
方
消
費
税
の
額
を
含
む
）
が
、
10
万
円
以
上
で
あ

○
る
こ
と

○
平
成
27
年
１
月
30
日
（
金
）
ま
で
に
、
完
了
実
績

○
報
告
書
の
提
出
が
で
き
る
工
事
で
あ
る
こ
と

施
工
業
者
が
市
内
の
建
築
業
者
で
あ
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。
市
外
業
者
の
場
合
、
補

助
対
象
に
は
な
り
ま
せ
ん
。

　

要
件
を
満
た
す
リ
フ
ォ
ー
ム
工
事
な
ど
を
行

う
と
、
所
得
税
や
固
定
資
産
税
の
控
除
が
受
け

ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

所
得
税
に
つ
い
て
は
伊
予
三
島
税
務
署

（
24
・
５
４
１
０
）、
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は

税
務
課
（
28
・
６
０
０
９
）
へ
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

リ
フ
ォ
ー
ム
費
用
の
一
部
を
補
助
し
ま
す

　

本
市
で
は
、
地
域
経
済
の
活
性
化
や
市
民

の
居
住
環
境
の
向
上
を
図
る
た
め
、
市
民
が

市
内
の
施
工
業
者
を
利
用
し
て
個
人
住
宅
の

リ
フ
ォ
ー
ム
を
行
う
場
合
に
、
そ
の
経
費
の

一
部
を
助
成
し
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
こ
の
事
業
は
平
成
26
年
度
ま
で
の

３
か
年
限
定
事
業
で
、
今
年
度
で
終
了
し
ま

す
。
ま
た
、
年
度
内
に
補
助
金
を
交
付
す
る

補
助
事
業
と
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
リ
フ
ォ
ー

ム
を
検
討
中
の
方
は
、
お
早
め
に
申
し
込
み

さ
れ
る
よ
う
お
勧
め
し
ま
す
。

※
予
算
が
無
く
な
り
し
だ
い
終
了

『家のリフォームをしよう！』

補助額
６
月
４
日
（
水
）
８
時
30
分
か
ら
申
込
順
に
受
付

※対象費用の 10 分の 1を補助します
（補助は、対象工事費用が 10 万円以
上の場合に限ります）

申請書類を提出

リフォーム工事！

完了実績報告書
を提出

補助金を指定口
座へ振込

○工事請負契約書や工事内訳見積書の写し、
着工前の写真または図面などが必要です。
○申請書類の審査を行い、市から交付決定通
知書を送付します。また、必要に応じて現
地確認を行います。

交付決定前の工事着工は、補助対象に
なりません。
必ず、交付決定通知書が届いてから工
事を始めてください。

○補助金交付決定通知後に、工事内容の変更があった場合、補助
金変更の申請が必要となります。工事請負変更契約書や変更後
の工事内訳見積書などを提出していただきます。

補助金の増額変更はできません（減額は可能）。
補助金申請前に、工事内容をよく検討してください。

○工事箇所の完成写真や、工事代金の領収書の写しなどの書類を
提出していただきます。

○実績報告書の審査（現地確認）を行い、市から補助金交付額の
確定通知書を送付します。その後、補助金を請求してください。

完了実績報告書は、平成 27 年 1 月 30 日（金）までに提
出してください。



木造住宅耐震
改修補助事業

木造住宅耐震
診断補助事業

　

安
全
で
災
害
に
強
い
ま
ち
づ
く
り
の
実
現
に
向
け
て
、
住
宅
の
地
震

に
対
す
る
安
全
性
向
上
の
た
め
、
木
造
住
宅
の
耐
震
診
断
・
耐
震
改
修

費
用
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

※補助対象費の３分の２以内

耐震改修工事費用・設計費用・
工事監理費用の一部を補助します。

※補助対象費の３分の２以内

補
助
金
交
付
の
条
件

補
助
対
象
者

○
対
象
と
な
る
木
造
住
宅
の
所
有
者

○
市
税
な
ど
を
滞
納
し
て
い
な
い
人

耐
震
診
断
補
助

○
昭
和
56
年
５
月
31
日
以
前
に
着
工
さ
れ
た
一
戸
建

○
て
の
木
造
住
宅

○
階
数
が
２
階
以
下
で
、
延
べ
面
積
が
５
０
０
平
方

○
㍍
以
下
の
も
の

○
専
用
住
宅
、
も
し
く
は
併
用
住
宅
で
、
延
べ
床
面

○
積
の
過
半
が
住
宅
の
用
途
に
供
さ
れ
て
い
る
も
の　

○
「
愛
媛
県
木
造
住
宅
耐
震
診
断
事
務
所
」
の
登
録

○
を
受
け
た
市
内
の
建
築
士
事
務
所
に
、
耐
震
診
断

○
を
委
託
す
る
こ
と

耐
震
改
修
工
事

○
原
則
と
し
て
、
耐
震
診
断
に
よ
っ
て
、
耐
震
改
修

○
が
必
要
と
さ
れ
た
建
物
で
あ
る
こ
と

○
登
録
を
受
け
た
市
内
の
建
築
士
事
務
所
に
設
計
・

○
監
理
・
改
修
後
の
診
断
を
委
託
す
る
こ
と

○
建
設
業
法
第
３
条
１
項
に
規
定
す
る
許
可
（
建
築

○
工
事
一
式
、
ま
た
は
大
工
工
事
）
を
受
け
た
市
内

○
に
営
業
所
を
有
す
る
業
者
で
、
リ
フ
ォ
ー
ム
瑕
疵

○
保
険
に
加
入
可
能
な
業
者
が
改
修
工
事
を
施
行
す

○
る
こ
と

注
意
事
項

○
木
造
住
宅
で
も
、構
造
や
増
築
状
態
な
ど
に
よ
り
、

○
補
助
対
象
に
な
ら
な
い
住
宅
も
あ
り
ま
す
の
で
お

○
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

○
補
助
を
受
け
る
に
は
、
診
断
や
改
修
を
行
う
前
に

○
申
請
し
て
い
た
だ
き
、
年
度
内
に
完
了
し
て
い
た

○
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す

※
詳
細
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い

　

https://www.city.shikokuchuo.ehime.jp/　

建築住宅課　28-6183

木
造
住
宅
耐
震
診
断
・
耐
震
改
修
費
用
を
補
助
し
ま
す

南海トラフ巨大地震に備え、
『家の耐震化をしよう！』

耐震診断費用の一部を補助します。

【改修設計】

※補助対象費の３分の２以内

【耐震改修工事監理】

※補助対象費の総額

【耐震改修工事】

12
月
26
日
（
金
）
ま
で

受
付
中

※
先
着
順
に
受
け
付
け
、
予
算
が
無
く
な
り
し
だ
い
終
了

改
修
工
事
の
補
助
額
が

60
万
円
か
ら
90
万
円

に
増
額
し
ま
し
た
。

合計1,175,000
円※最大補助額


